
八十里越街道エリアロゴマーク及びキャッチコピー使用の手引 

 

本ロゴマーク及びキャッチコピーは、八十里越街道を観光地として盛り上げ

ていただくため、お土産品やポスター、イベントなどを通じてロゴマーク等を

活用いただけます。 

ロゴマーク・キャッチコピーを使用するに当たり、「八十里越街道の PRにつ

ながると認められたもの」であれば、どなたでも使用することが可能です。 

使用に当たっては、以下の内容を承諾した上で、使用届を提出してください。

使用料は無料です。 

 

１ 趣旨 

この手引は、国道 289号（以下、八十里越街道）開通に向け、八十里越街道

沿線地域の観光地化を目指し、地域一体のブランド化を図るためにロゴマーク

及びキャッチコピーの使用を促進することで、当該エリアを広く内外にアピー

ルするとともに、当該エリアの機運を高めていくため、ロゴマーク及びキャッ

チコピーの使用等に関して必要な事項を定めたものです。 

 

２ 使用の届出 

ロゴマーク及びキャッチコピーを使用する場合には、使用届に必要事項を記

入し、越後南会津街道プロモーション事務局（以下、事務局）に提出してくだ

さい。 

使用用途が次の基準に適合する場合には、ロゴマーク及びキャッチコピーの

使用を承認します。 

なお、届出の受理にお時間をいただく場合がございます。余裕をもって届出

いただきますようお願いいたします。 

（１）デザイン等の使用によって誤認又は混同を生じる恐れがないこと。 

（２）デザイン等のイメージを損なう恐れ及び信用を毀損する行為が認められ

ないこと。 

（３）犯罪行為又は犯罪に結びつく行為、又はその恐れがあると認められない 

こと。 

（４）法令及び公序良俗に反しないこと。 

（５）政治、宗教、思想等の活動に利用しないこと。 

（６）暴力団等又は、暴力団に協力し密接な関わりを有する者及び反社会勢力 

と認められないこと。 

（７）その他デザイン等の使用が適当でないと認められた場合。 

（８）八十里越街道エリアのイメージを損なうおそれがないこと。 

（９）別添掲載のデザイン使用マニュアルを遵守すること。 

 

３ 使用に当たっての注意事項 

（１）使用後の使用状況及び情報提供を当事務局が求めた場合、速やかに従うも

のとします。 



（２）届出後も当事務局が不適切と判断した場合、使用停止を求める場合があり

ます。 

（３）ロゴマーク及びキャッチコピー届出書の「使用目的及び使用用途」に記入

された以外の目的には使用できません。 

（４）第三者への提供はできません。 

（５）支給したデータ等は支給された方の責任において管理するものとします。 

（６）ロゴマーク及びキャッチコピーを変形・加工しての使用はできません。 

   拡大縮小は可能です。 

（７）色はカラーとモノクロの２種類ありますが、指定以外の色の使用はでき 

ません。 

（８）当事務局が使用の実態を把握するため、ロゴマーク使用者は自身の SNS

にて使用開始に係る記事を「#八十里越街道」を付して投稿するものとし

ます。 

 

４ 変更の届出 

ロゴマーク及びキャッチコピーの使用届出後、使用内容に変更がある場合は、

変更届を提出すること。 

 

５ 届出の取消し 

次のいずれかに該当するときは、ロゴマーク及びキャッチコピーの使用の届

出を取り消す場合があります。 

（１）虚偽その他不正の行為により届け出たとき。 

（２）この手引に定める事項に違反したとき。 

（３）その他事務局が適当でないと認めたとき。 

 

６ 届出を必要としない使用 

ロゴマーク及びキャッチコピーの使用が次のいずれかに該当する場合には、

２に定める使用届を提出する必要はありません。 

ただし、この場合であっても、２の（１）から（４）までに定める基準は、

遵守してください。 

（１）国、地方公共団体及び公共的団体が使用する場合 

（２）報道機関が報道目的で使用する場合 

（３）私的な範囲内で使用する場合 

（４）その他当事務局が承認を必要としないと認めた場合 


